
平
成
二
十
九
年
三
月
九
日
提
出

質

問

第

一

二

四

号

安
倍
昭
恵
内
閣
総
理
大
臣
夫
人
の
活
動
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

宮

崎

岳

志
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安
倍
昭
恵
内
閣
総
理
大
臣
夫
人
の
活
動
に
関
す
る
質
問
主
意
書

政
府
の
こ
れ
ま
で
の
国
会
答
弁
に
よ
る
と
、
安
倍
昭
恵
内
閣
総
理
大
臣
夫
人
（
以
下
、
総
理
夫
人
と
い
う
）
の
公
的
活
動
を

支
援
す
る
た
め
、
複
数
の
政
府
職
員
（
以
下
、
総
理
夫
人
付
職
員
と
い
う
）
が
配
置
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
総
理
夫
人
は
平
成
二
十
六
年
十
二
月
六
日
と
平
成
二
十
七
年
九
月
五
日
の
二
度
に
わ
た
り
、
大
阪
府
内
の
学
校
法
人

森
友
学
園
塚
本
幼
稚
園
に
お
い
て
講
演
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
際
、
総
理
夫
人
付
職
員
が
公
務
と
し
て
同
行
し
た
と
の
こ
と
で

あ
る
。

以
上
の
点
を
踏
ま
え
、
次
の
質
問
に
回
答
を
願
う
。

一

総
理
夫
人
付
職
員
に
出
さ
れ
た
辞
令
の
記
載
内
容
を
示
さ
れ
た
い
。

二

総
理
夫
人
付
職
員
の
所
持
す
る
名
刺
に
記
載
さ
れ
た
所
属
と
肩
書
き
を
示
さ
れ
た
い
。

三

総
理
夫
人
が
上
記
講
演
の
た
め
上
記
幼
稚
園
に
赴
い
た
際
、
同
行
し
た
総
理
夫
人
付
職
員
の
旅
費
を
総
理
夫
人
が
負
担
し

た
と
の
こ
と
だ
が
、
公
務
出
張
に
も
か
か
わ
ら
ず
総
理
夫
人
付
職
員
の
旅
費
を
支
援
対
象
者
で
あ
る
総
理
夫
人
が
負
担
し
た

経
緯
と
理
由
を
示
さ
れ
た
い
。

四

公
務
出
張
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
支
援
対
象
者
の
総
理
夫
人
が
総
理
付
職
員
の
旅
費
を
負
担
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、

一



法
令
上
の
問
題
は
生
じ
な
い
の
か
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
法
令
上
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
根
拠
に
よ
る
も
の

か
を
示
さ
れ
た
い
。

五

上
記
講
演
時
に
総
理
夫
人
が
負
担
し
た
と
さ
れ
る
総
理
夫
人
付
職
員
の
旅
費
は
、
個
人
の
資
金
か
ら
支
出
さ
れ
た
も
の

か
、
あ
る
い
は
政
治
団
体
等
の
政
治
資
金
か
ら
出
費
さ
れ
た
も
の
か
、
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。

六

活
動
支
援
の
た
め
配
置
さ
れ
た
職
員
の
公
務
出
張
旅
費
を
、
支
援
対
象
の
人
物
が
負
担
し
た
例
は
過
去
に
ど
の
よ
う
な
も

の
が
あ
る
か
、
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。

七

総
理
夫
人
付
職
員
の
公
務
出
張
旅
費
を
、
総
理
夫
人
が
負
担
し
た
例
は
、
上
記
講
演
時
を
除
き
過
去
に
何
件
あ
っ
た
か
示

さ
れ
た
い
。
ま
た
、
そ
の
内
容
を
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。

八

上
記
二
回
の
講
演
に
際
し
て
の
総
理
夫
人
付
職
員
の
公
務
出
張
に
つ
い
て
は
、
超
過
勤
務
手
当
等
の
手
当
が
支
給
さ
れ
て

い
る
と
の
こ
と
だ
が
、
そ
の
金
額
と
内
訳
を
示
さ
れ
た
い
。

九

上
記
講
演
に
伴
う
総
理
夫
人
付
職
員
の
出
張
に
つ
い
て
、
国
会
で
政
府
が
当
初
こ
れ
を
「
私
的
な
活
動
」
と
答
弁
し
て
い

た
。
後
に
な
っ
て
答
弁
を
一
変
さ
せ
、
「
公
務
」
だ
っ
た
と
改
め
た
経
緯
と
理
由
を
示
さ
れ
た
い
。

十

総
理
夫
人
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
管
理
は
総
理
夫
人
付
職
員
が
行
っ
て
い
る
の
か
否
か
、
否
と
す
れ
ば
だ
れ
が
行
っ
て
い
る
の

二



か
を
示
さ
れ
た
い
。

十
一

上
記
講
演
時
の
総
理
夫
人
の
旅
程
表
等
タ
イ
ム
テ
ー
ブ
ル
は
総
理
夫
人
付
職
員
が
作
成
し
た
の
か
否
か
、
否
だ
と
す
れ

ば
だ
れ
が
作
成
し
た
の
か
を
示
さ
れ
た
い
。

十
二

上
記
講
演
時
の
総
理
夫
人
の
大
阪
入
り
の
た
め
の
切
符
は
総
理
夫
人
付
職
員
が
購
入
し
た
の
か
否
か
、
否
だ
と
す
れ
ば

だ
れ
が
購
入
し
た
の
か
を
示
さ
れ
た
い
。

十
三

上
記
講
演
時
の
総
理
夫
人
の
移
動
の
た
め
の
ハ
イ
ヤ
ー
等
車
両
の
手
配
は
、
総
理
夫
人
付
職
員
が
行
っ
た
の
か
否
か
、

否
だ
と
す
れ
ば
だ
れ
が
行
っ
た
の
か
を
示
さ
れ
た
い
。

十
四

上
記
講
演
時
に
同
行
し
た
総
理
夫
人
付
職
員
は
、
総
理
夫
人
の
手
荷
物
の
一
時
預
か
り
等
、
総
理
夫
人
の
身
の
回
り
の

世
話
を
行
っ
て
い
た
の
か
否
か
示
さ
れ
た
い
。

十
五

上
記
講
演
時
、
公
務
出
張
し
た
総
理
夫
人
付
職
員
に
出
張
命
令
を
出
し
た
の
は
だ
れ
か
。
ま
た
、
出
張
計
画
書
、
旅
行

命
令
簿
及
び
旅
程
表
に
記
載
さ
れ
て
い
る
用
務
、
用
務
先
、
用
務
地
を
全
て
示
さ
れ
た
い
。

十
六

上
記
講
演
時
、
公
務
出
張
し
た
総
理
夫
人
付
職
員
に
超
過
勤
務
等
命
令
簿
を
出
し
た
の
は
だ
れ
か
。
ま
た
、
命
令
簿
に

記
載
さ
れ
た
用
務
、
用
務
先
、
用
務
地
を
全
て
示
さ
れ
た
い
。

三



右
質
問
す
る
。

四


